
パブリックコメント（市民意見公募）手続のながれ 

 
 
 
 
 
 
 
                        ①市ホームページへの掲載 

                        ②担当窓口における閲覧・配布 

     
 
 
 

募集期間：概ね１ヶ月間 

 
 
 
 
                        ①案に反映できる意見⇒案の修正 

                        ②意見に対する市の考え方を検討 
 
 
 
 
                        ①市ホームページへの掲載 

                        ②担当窓口における閲覧・配布 

 
 

政策などの案の作成 

政策などの案の公表 

市民からの意見の募集 

意見の取りまとめ 

結果の公表 

政策などの決定 


